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福島市移住引越支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、福島市に移住し新たに生活を始める方に対して、移住に係る経費を

支援することにより、本市への定住を促進し、人に選ばれ、活気あふれる魅力多いまち

「実・湧・満・彩 福島市」の実現を目指すため、福島市移住引越支援金（以下「支援

金」という。）の交付等について、福島市補助金等交付等に関する規則（平成 14 年規則

第 20号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（支援金対象者） 

第２条 この支援金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者が属する世帯の世帯主

又は、世帯主が該当する者でない場合は該当する世帯員（以下「支援金対象者」と

いう。）とする。 

 （１）市外から本市に転入届をし、居住することとなった者。 

（２）前号の転入時（以下「基準日」という。）において、本市を転出して１年以上（進

学のために市外へ居住した期間を除く。）経過している者又は、市外出身者で新たに

本市に住所を定める者。 

 （３）過去に本要綱による支援金の交付を受けていないこと。 

 （４）本市に住民登録した後、継続して５年以上居住する意思がある者。ただし、客観

的に定住することが認められる場合を除き、転勤の可能性がある者は対象としない。 

 （５）企業等の業務命令に基づく転勤や所属企業等と関連のある企業等への赴任等によ

り住民登録を行う者でないこと。 

 （６）福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う者でないこと。 

 （７）勉学のために転入する者でないこと。 

 （８）前住所地及び現住所地において市区町村税等を滞納していない者。 

 （９）生活保護法（昭和 25年法律第 144号）の規定による住宅扶助その他の公的制度に

よる家賃補助等を受けている者でないこと。 

 （１０）外国人転入者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住

者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者。 

 （１１）その他市長が支援金対象者として不適当と認めた者でないこと。 

 

（対象経費） 

第３条 支援金の対象となる経費（以下、「対象経費」という。）は、市内への引越しに要

する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用とし、基準日から起算して６月前

の日以降に引越業者等に支払った経費とする。 

 

（支援金の額） 

第４条 市が交付する支援金の額は、前条の対象経費の１／２の額（1,000円未満の端数が
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あるときは、これを切り捨てた額）とし、支援金対象者のうち県外から転入した者

については１世帯あたり１０万円を、県内市町村から転入した者については１世帯

あたり５万円を限度とする。 

 

（支援金の交付） 

第５条 支援金の交付は、予算の範囲内とし、１世帯につき１回限りとする。ただし、世

帯の構成員の転入の時期が異なる場合は、この限りでない。 

 

（支援金の交付申請） 

第６条 支援金対象者は、基準日から起算して６月以内に福島市移住引越支援金交付申請

書兼完了実績報告書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

（１）対象経費の領収証及び明細書等の写し 

（２）転入世帯全員の住民票 

（３）１年間、本市に居住していなかったことを証明する書類として、本市への転入前

の住所地及び居住年数を証する書類又はその写し（戸籍の附票等） 

 （４）転入世帯全員の市区町村税等の滞納がないことを証する書類（納税証明書等） 

 （５）外国人転入者については在留カードの写し（表・裏） 

（６）前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 

２ 海外からの転入及び外国人の場合で、上記の書類を取得できない場合はそれに準ずる 

書類を可能な限り提出することとする。 

３ 申請は、先着順に行うものとする。 

４ 受け付けた申請に係る支援金の合計が予算の範囲を超えると認められるときは、新 

たな申請の受付は行わないものとする。 

 

（支援金の交付決定） 

第７条 市長は、支援金の交付決定をしたときは、規則第７条第１項の規定に基づき、福 

島市移住引越支援金交付決定通知書（第２号様式）により、そ 

の内容等を支援金対象者に通知するものとする。 

 

 （実績報告等の併合） 

第８条 第６条の交付申請は、規則第１４条に規定する実績報告と併合するものとする。 

２ 前条の交付決定及び通知は、規則第１５条に規定する補助金等の額の確定及び通知と

併合するものとする。 

 

（交付申請の取り下げ） 

第９条 規則第８条第１項に規定する補助金等の交付申請の取下げを行う場合は、その旨

を記載した書面を市長に提出しなければならない。 
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（支援金の請求） 

第１０条 市は、第７条の規定により交付すべき額を確定した後に、支援金を交付するも 

のとする。 

２ 支援金対象者が前項の交付を受けようとするときは、福島市移住引越支援金請求書（第 

３号様式）によるものとし、必要な書類を添付するものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１１条 市長は、支援金対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、支

援金交付決定の全部又は一部を取消し、また、既に交付した支援金の全部又は一部の返

還を命ずることができる。 

 （１）虚偽の申請その他の不正行為により支援金の交付を受け、又は受けようとしたと

き。 

 （２）規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき。 

２ 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、福島市移住引越支援金交付決定取消 

通知書（第４号様式）により、その旨を支援金対象者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項に基づく取消しを行った場合には、規則第１９条の規定に基づき、 

返還の期限を定めるものとする。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和 ２年１０月 １日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和 ３年 ２月 １日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和 ３年 ６月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和 ４年 ４月１日から施行する。 
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附 則 

 この要綱は、令和 ５年 ４月１日から施行する。 

 



第１号様式

福島市長　　様　　　　　          　

１　支援金交付申請額 円

＜補助上限額 ▶ 県外から移住：10万円　県内市町村から移住：5万円＞

２　世帯構成員（移住された方全員をご記入ください）

続柄

1

2

3

4

5

３　移住（転入）の状況

新築又は住宅購入 民間賃貸住宅　　　　その他（　　　　　）

民間不動産会社/住宅メーカー 福島市空き家バンク

家族/親戚/知人からの紹介 実家/既に所有

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

転職のため（市内・市外） 実家・地元へ戻るため

市内に住宅を購入したため 福島市で子育てがしたいため

起業するため 就農するため

テレワークが可能になったため 結婚のため

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

市ＨＰ 県ＨＰ ふるさと回帰支援センター

ＳＮＳ（Instagram/Twitter/Facebook/その他） 市内在住の家族/友人

その他家族/友人 その他（　　　　　　　　　）

ハローワーク Fターンサイト 人材紹介・派遣会社

就職説明会（　　　　　　　　） 家族・知人から紹介

その他（　　　　　　　　　　） 求職中

仕事は探していない 移住前の仕事を継続

年　　月　　日

移住理由
（複数選択可）

福島市での勤務先・学校名・学年等

　下記のとおり　　　年度福島市移住引越支援金の交付を受けたいので、福島市移住引越支援金交付要綱
第６条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。
　なお、この申請書の記載内容が事実と相違するときは、交付された支援金を返還することに異議ないこ
とを誓約します。

記

住　　所

〒

フリガナ

Ｅ－mail

氏名 生年月日 職業

0 年　　月　　日

年　　月　　日

申請者

福島市移住引越支援金交付申請書兼完了実績報告書

氏　　名

電話番号

仕事探しの方法
（複数選択可）

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

移住後の住まい

移住前の勤務先

住まい探しの方法
（複数選択可）

情報収集の手段
（複数選択可）

市・区・町・村出身地 都・道・府・県



４　確認事項（※対象要件を確認し、確認欄にチェックをお願いします。）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

５　添付書類（※添付した書類の確認欄にチェックをお願いします。）

確認欄

1

2

3

4

5

6

６　移住後のサポート情報（※希望者には、福島市定住交流課から移住者向け情報等を発信いたします。）

移住者同士の交流 地域との交流 趣味（クラブ、サークル等）

仕事情報 子育て/教育情報 住居/空き家情報

就農情報 その他イベント情報

今後福島市から移住定住推進事業に関する依頼があった際には協力可能です。2
可 不可

希望する 希望しない

希望する情報（※複数選択可。今後の移住支援の参考にさせていただきます。）

福島市定住交流課から移住者向け情報、イベント情報を

1

（外国人転入者の場合）在留カードの写し（表・裏）

対象経費の領収証の写し

対象経費の明細書または見積書等の写し

転入世帯全員の住民票

1年間、本市に居住していなかったことを証明する書類として、本市への転入前の住所地及び居住
年数を証する書類またはその写し（申請者の戸籍の附票、住民票の除票等）

転入世帯全員の市区町村等の滞納がないことを証する書類
（納税証明書等、非課税の方は非課税証明書や所得課税証明書等）

上記対象要件のすべてを満たしています。 確認欄

添　付　書　類

勉学のための転入ではありません。

市区町村税等の滞納はありません。

生活保護受給者ではありません。

（外国人転入者の場合）
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していま
す。

過去にこの要綱による支援金の交付を受けていません。

過去１年間に福島市に居住したことがありません。

福島市に住民登録後、継続して５年以上居住する意思があります。

転勤等（就労先からの業務命令による）に伴う転入ではありません。

福祉施設等への入所を目的とした転入ではありません。

確　認　事　項



第２号様式（第７条関係） 

 

福島市指令第     号 

令和  年  月  日 

 

        様 

 

福島市長 木幡 浩   印  

 

 

福島市移住引越支援金交付決定通知書 

 

 

 

 令和  年  月  日付けで交付申請のあった令和  年度の標記支援金について下

記のとおり交付します。 

記 

 

１ 支援金の交付決定額は次のとおりとします。 

 

 

 

  交付決定額         円 

 

 

 

 （１）この支援金は、目的以外に使用してはならない。 

 （２）この支援金について、市長の調査により支援の目的に従って遂行されていないと

認められるときは、支援金の全部又は一部を返還させることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 



 

第３号様式（第１０条関係） 

   年   月   日 

福島市長  様 

申請者住所  

         

申請者氏名  

 

                     電 話 番 号    －   － 

 

福島市移住引越支援金請求書 

 

福島市移住引越支援金交付要綱第１０条第２項の規定により、次のとおり請求します。 

 

 

口座振込依頼書 

金融機関名 

            銀 行 

            金 庫 

            組 合 

            農 協 

本 店 

        支店・支所 

出張所 

 

預 金 種 別 

 

 

 １ 普 通   ２ 当 座 

 

口座番号 

 

フ リ ガ ナ 

 

口 座 名 義 

 

添 付 書 類 振込先の通帳のコピー（銀行名・支店名・口座番号・口座名義人のわかるもの） 

 

 

 

指 令 年 月 日   年  月  日 指 令 番 号 指令 第          号 

事 業 の 名 称 福島市移住引越支援金 

支援金の請求金額                     円 



第４号様式（第１１条関係） 

福島市指令     号 

令和  年  月  日 

          様 

福島市長       印 

 

福島市移住引越支援金交付決定取消通知書 

 

     年  月  日付け福島市指令    号で交付決定した    年度の標記

支援金について、下記の通り交付決定を取り消すことに決定したので、福島市移住引越支

援金交付要綱第１１条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 支援金の額                        円 

 

２ 取消の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


